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に発生する手数料のことを「口銭」といい、こ

れが、米仲買の収入となった。口銭の額は元来、

米三俵につき、銀一分で、正徳五年（１７１５）

から銀二分になった。徴収された口銭は仲間全

瀞篭鰯議蕊匡慢、
を命じている。

なかがい

嘉永七年（１８５４）八月の米仲買商人の名簿ｃ

嘉永七年は十一月に安政元年になる｡５丁。１３

人の米仲買商人の屋号と名が記されている。米

一仲買とは、米の取引の間に立って、売買の斡旋

＝型，ｂをする商人のことである。津山藩には「米問屋」
というものはなく、米の取引は、すべて米仲買

商人を通して行われるのが決まりであった。し

たがって、米仲買は津山周辺で換金される米を

一手に引き受けていたといえる。米の売買の際
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』 研究ノート
買政九 年 の 石 代 改 ／

こくたいあらため

「石代改」という文言が、「町奉行日記」に見

える。これは、三分一銀納など、年貢の石代納の

基礎になる石代値段の調査をさしていると考えら

れる。寛政九年（１７９７）、幕府から派遣され

た石代改の－行が、津山に入った。石代改の先触

が到来したのは寛政九年五月十九日、実際に到着

したのが五月廿日のことであった。この来訪は急

なことであったようで、津山の前の調査地であっ

た勝山でもかなり慌てている様子が記録に残され

ている。

「石代改御役人間合二昨日勝山へ差遣候野々口屋

七郎右衛門罷帰り勝山二而も俄事之趣二而大混雑

…(中略)…役懸之面々殊之外致迷惑大取込二而

面談も出来兼…(後略)」

（町奉行日記五月廿日条）

勝山での聞き合せにより、石代改一行が来津し

た場合の応対振りも決まった頃、石代改役人の用

人から、米相場について尋ねたいことがあるので、

米問屋を集めておくようにという指示が伝えられ

た。この指示に従い、町奉行は、津山において米

問屋同様の役割を果たしている米仲買の代表者２

名を呼び出している。

その後、一行が到着し、早速取り調べに取り掛

かっている。米相場を記した書類を見比べ、届け

出と米仲買の帳面が相違ないことを確認した石代

改は次に、米仲買の水帳を見せるように求めた。

「右之通中買共水帳差出候様二被仰付候処相場と

中買共調候と大方四五匁程つ〉も高価二相調居

候事極而御不審可有之候間仲ケ間之内二而も安米

計取扱候もの夢手覚帳差出候ハ､『様子も可宜二

付右帳面吟味余程隙取候故殊之外不機嫌二相成

厳敷被叱色々と間二合取繕申述置はかね屋宗兵

衛義ハ下米計取扱候間彼力水帳第一可宜哉と申

談取二差遣見改候処相場合壱匁五歩位高価二相

昌図’

調候趣二付…(後略)…」（同前）

水帳とは、本来検地帳や人別帳のことを指すが、

ここでは、米相場とは別に、商人自身がつける商

売用の帳簿のことをさすと思われる。相場通りに

商売をしているかどうか確認するためであろう。

津山藩の米相場は藩の米蔵から換金のために売
くら霊い

りIこ出される米一蔵米１石を墓準とする。年貢納

入のために換金する時は、上米は蔵米相場から４

匁引いた値とし､それから3匁ずつ引いて中米．､』
下米と定めている。ところが、提出した水帳には、

実際より４～５匁も高値に記載されていた。これ

をそのまま提出した場合、不審を抱かれる可能性

が高い。そのため、対応の協議に時間がかかって

しまい、ついに、役人の機嫌を損ねてしまったの

である。

結局、東新町のはがれ屋という下米を専門に取

り扱う商人の水帳を提出して急場をしのいだ。だ

が、下米を専門とする水帳ではあっても、やはり

相場より１匁５歩ほど高値になっていた。そのた

め、在方からの払い米一町米は品質に善悪の差が

大きく、米相場を踏まえながらも、その品によっ

て値がつくので､相場通りにはいかないと､相場､ｊ
とは数字が違うことの申し開きをしている。もち

ろん、取調べの場で大年寄が口からでまかせを言

うはずもなく、事実を述べているのであろう。し

かし、４～５匁も価格の差がある理由はそれだけ

であろうか。

興味深いのは、申し開きの内容よりも、下米専

門商人の水帳を差出すという一見ごまかしとも思

われる手段を町奉行が承認していることである。

「…(前略)…右水帳差出可申旨伺出候付宜取計候

様申達ス」（同前）

このことは、米相場と水帳の数字が異なってい

ても、それは不正ではなく、正当な理由があって



の相違であることを意味していると考えられる。

その理由を窺わせる記述が、およそ５ケ月後の町

奉行日記にある。

「前段之通相定候得者十月一ケ月中音右払米落札

直段其日々々書上可仕候勿論私共帳面二も右御

払米相場銀立故弐歩之歩合相加へ銀札相場二引

直シ…(後略)…」（同十月十八日条）

石代改の調査に墓づき、公儀から出された達を

受けて、米相場の建て方を改正することになった

のであるが、これ以外には以前の内容と大きな異

動はない。すなわち、蔵米を基準とし、４匁下が

しりが町米の上米で､以下3匁ずつ下がっていくと
いう方法は同じであるが、以前は相場書を銀立て

で記録していたのを銀札立てに変更するというこ

とになったのである。この変更に対して、周辺他

領からの問い合わせが相次いだ。

「久世庄屋６大年寄共へ当年之米相場立方ハ違候

由甚高直二而致迷惑候由如何様之義二候哉実否承

度…(後略)…｣（同十一月四日条）

銀立てを銀札に換算したところで、「甚高直」

にはならず、せいぜい１匁～１匁三歩ほど上がる

程度、仲介手数料である口銭を加えても、１匁５

分ほどである。では、なぜ、「甚高直」になった

のであろうか。

しそこで､銀立の米相場を銀札相場に引き直すと
いうことの意味を考えてみる。

まず、蔵米の払い下げに対して、藩に納入され

るのは正銀であるとされている。それを銀札相場

に引き直すということは津山藩領内での実際の商

取引を前提としていると考えられる。つまり、実

際に米を売買する価格がそこに記されていたと推

測できる。そこには、銀札引き直しの手数料と口

銭だけでなく、仲買の必要経費も含まれており、

その結果「甚高直」となったと思われる。その他

の職種では、商品価格の改定を町奉行に届け出る

際、必要経費が価格に含まれている例は多く見ら

れる。そして、この新たに定められた相場の立て

方が、これ以前にも行われており、それが、水帳

に記載されていた米の価格であった可能性もある。

石代改に提出を求められた水帳が商売用の手控え

なら、そこに記された数字は銀立てではなく、銀

札に換算されているはずであり、売買には経費が

必要だからである。

すなわち、米相場と水帳の数字の隔たりは、相

場の数字が、蔵米の払い出しに対する応札価格そ

のままであるのに対し、水帳がその後の商取引を

反映した価格一実際の取引相場であることから来

ているのではないだろうか。そのように考えると、

水帳の数字が４．５匁高くとも、町奉行が省めだ

てせずに、「宜取計候様」と指示を出したことも

領くことができる。米仲買の収入については口銭

がよく知られている。また、仲買の新規参入の証

文に「米相場少しでも掠め申さず」（津山市史４

巻）とあるので、相場の価格に口銭のみを加えた

ものが、米の取引価格であると考えがちである。

しかし、営業のための諸経費が、米の価格に含ま

れていることは十分考えられ、それを加えた価格

で米を販売しても「掠め」ることにはならないと

されていたのではないだろうか。

そうではなく、水帳に記載されていた価格に必

要経費分は含まれていなかったという可能性も残

されている。その場合、米の購入価格は、銀札換

算の手数料と口銭の合計で、１匁５分ほど、相場

より高めになるはずである。大年寄の申し開きが

すべてであるなら、津山の米市場には年貢米と同

等以上の品質の米が大量に出回っていたことにな

る。そうなると、町米の上米は蔵米の４匁引きと

いう規定自体が意味を成さなくなってしまう。

以上のことから、寛政九年の石代改を契機に、

津山では米相場の立て方が改められ、相場書に記

された米の価格はより実情に近づいたといえるで

あろう。

（乾康二）
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平成１９年３月２４日(土）
～平成１９年４月２２日（日）

千年の時を経て、なお、人々の心を引きつけて

やまない王朝文学の世界。その傑作『源氏物語ｊ

を華麗に描く物語絵は、国宝の『源氏物語絵巻」

を頂点として、数多くの作品が残されています。

この度、当館では春の企画展として、扇面に描

かれた源氏物語絵の展覧会を開催いたします。源

氏物語５４帖の中から、「夕顔_｜「須磨」「胡蝶」

など、２４帖の場面を描いた、美しい扇面画をお

楽しみください。

HP のりくご

･美作の歴史と文化（常設展図録）

･法然と浄土教（特別展図録1）

･広瀬台山（特別展図録4）

･美作の白鳳寺院（特別展図録5）

･浅本鶴山の陶芸（特別展図録6）

･飯塚竹斎（特別展図録7）

･美作国府跡（特別展図録8）

･正岡子規と大谷是空（特別展図録9）

･津山藩と小豆島（特別展図録12）

･富くじと津山万人講（特別展図録13）

･津山藩の江戸屋敷（特別展図録15）

･道家大門（特別展図録16）

･渡来人（特別展図録17）

･津山松平藩とその系譜（特別展図録18）

･高野神社の文化財（特別展図録19）

･彫無季の芸術（特別展図録20）

･津山藩狩野派絵師－狩野洞学一（特別展図録20）

･津山産パレオパラドキシア化石産出報告書(紀要1）

･愛山文庫目録津山松平藩文書の部（紀要3）

･津山松平藩町奉行日記１（紀要4）

･津山松平藩町奉行日記２（紀要5）

･津山松平藩町奉行日記３（紀要6）

･津山松平藩町奉行日記４（紀要7）

･矢吹家資料目録上（紀要8）

･津山松平藩町奉行日記５（紀要9）

･矢吹家資料目録下（紀要10）

･津山松平藩町奉行日記６（紀要11）

･津山松平藩町奉行日記７（紀要12）

･津山松平藩町奉行日記８（紀要13）

･津山松平藩町奉行日記９（紀要14）

･津山松平藩町奉行日記1０（紀要15）

･津山松平藩町奉行日記1１（紀要16）

･道家大門・花土文太郎文庫資料目録（紀要17）

･津山松平藩町奉行日記1２（紀要18）

･津山松平藩町奉行日記1３（紀要19）

･津山松平藩町奉行日記1４（紀要20）

･衆楽園

･詩の前衛から風狂の世界へ安東次男文庫目録

･美作の刀工たち

･津山学ことはじめ

･広瀬旭荘の津山紀行

･文化財めぐりの歩み

･鍬形態斎（北尾政美）

･絵葉書

･江戸一目図罵風複製品

平成１８年度企画展

｢扇面源氏物語絵の．世界(仮題)」
当館発行の出版物の在庫状況は次のとおりです。ご希望の
方は直接来館されるか、現今書留でお申し込みください。

｢第７３回文化財めぐり｣を

平成,8年,,月,,日(土）実施しましだ。
大阪府太子町参加者40人

今回は大和飛鳥と併称される河内飛鳥の見学で

ある。あいにくの雨の中を、予定どおり朝８時に

バスで博物館を出発する。高速道路の発達のおか

げで、１０時３０分には最初の見学地・叡福寺に

到着。まず、伝聖徳太子墓を見学する。中へは入

れないが、超有名人の墓を間のあたりにして一同

感激。内部の石室に想像をめぐらす。次に伝蘇我

馬子墓に向かう。遺跡そのものは馬子の墓ではあ

りえないが、蘇我氏と当地の深い関係を話し合う。

そこから、伝用明天皇陵へ向かうが、道がわから

なくなって右往左往。通りがかりの人に聞いて、

ようやくたどりついたのは予定より大幅遅れの

１２時前。雨脚が強くなる中を、さらに伝推古天

皇陵に向かう。その側の二子塚古墳をみて、伝小

野妹子墓に着く。妹子のことを知らない者はいな

いが、華道池坊家の祖と聞いて驚く。その頃から

雨が止むが、足元がわるいので、予定を変更して、

昼食は近くに待機するバスの中とする。時間の遅

れを取り戻そうと、早々とすませる。昼食後は古

道のたたずまいを残す竹内街道を経て、大道旧山

本家住宅と太子町立竹内街道資料館を見学する。

資料館では館長の懇切丁寧な説明を受ける。最後

は伝孝徳天皇陵である。上り坂がきつかったが、

丘の上にひっそりと眠る被葬者について話し合う。

本日の行程は通常の半分の約５km・天候にはめぐ

まれなかったが、古代をしのばせる磯長谷を満喫

した－日であった。
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連』

典は隷山松平藩の拡印で剣大といい､現在津山市の市準となっている，

博物館入館案内

●開館時間：午前９：００～午後５：００
・休館日：毎週月曜日・祝日の翌日

１２月27日～１月４日・その他
･入 館料 ：－ 般210円（160円）

高校・大学生150円（120円）
中学生以下無料

※（）は30人以上の団体
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